
 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した場合の対応について 

 

 日頃より本校の教育活動にご理解いただき感謝申し上げます。 

 さて，児童及び教職員に感染症の患者が発生した場合，「与那原町立小・中学校版 感染症予防ガイド

ライン」および沖縄県からの通知に基づき，小学校において臨時休業の措置をとります。 

 保護者の皆様には下記の内容をご確認いただき，学校において新型コロナウイルス感染症の患者が発

生した場合の対応についてご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

 １．児童及び教職員の感染者が出た場合 

  感染者が出た場合，学校を５日程度の臨時休業とします。５日程度の休業期間中に保健所と相談しなが

ら，校内の消毒を実施するとともに，感染児童の登校実態を踏まえ，濃厚接触者の特定と人数を把握し，

休業規模（児童の出席停止のみか，学級，学年または学校なのか）を決定します。 

 

   ◎登校後に感染が判明した場合（児童が登校している場合） 

    １，２年生は保護者の引き取りによる下校を実施します。３～６年生は児童のみでの下校となります。 

   ○休日，夜間等に判明した場合（当該児童がご家庭にいる場合），学校のメール配信サービス「すぐメー

ル」にてお知らせいたします。 

 

 ２．学校からの緊急連絡について 

  感染者が出た場合等の保護者への緊急連絡につきましては，学校のメール配信サービス「すぐメール」に

て連絡いたします。登録が未だの方は，下記のアドレスに空メールを送信していただくか，お手元のスマ

ホやタブレット等の端末にて QR コードを読み取っていただくか，学校ホームページの該当ページにて，

お早目の登録をお願いいたします。 

 

令和２年１１月６日 

保護者の皆様へ 

与那原町立与那原東小学校 

校長  志伊良   洋子 

（ 公 印 省 略 ） 


